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 畜産経営から排出される汚水を処理し、河川等へ放流を行う場合には、公共用水域や地下水等
の周辺水環境の水質汚染の防止を図ることが重要なことから、水質汚濁防止法（以下「水濁法」と
いう。）などに基づく排水規制等の遵守が必要です。 
 昨年10月、水濁法に基づく、閉鎖海域にかかる窒素・りんの排水基準の見直しが行われました。
この機会に再度、水濁法に基づく排水規制の内容を確認し、合わせてその見直しの概要を紹介し
ます。 
 
 
１ 水質汚濁防止法における排水規制 
（１）排水規制の対象 
 一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定める施設（特定施設といいま
す。）を設置する工場又は事業場（特定事業場といいます。）は、水濁法に基づく排水規制の対象
となります。 
 上記一定の要件とは、 

 と規定されています（法第2条第2項）。 
 畜産業の「特定施設」については、畜舎面積が一定規模以上のものとして、それぞれ豚房施設
の総面積が50ｍ2以上、牛房施設の総面積が200ｍ2以上、馬房施設の総面積が500ｍ2以上のも
のと規定されおり（法施行令第2条、別表１）、畜産業については、現在34,414カ所の届出（H14年、
環境省水環境部調べ）がなされています。 
 

解 説 
記 事

■ カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質（有害物質といいます。）
として政令で定める物質を含むこと。

■ 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目として政令で定める項目に関し、生活
環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

（２）排出水の排水の制限 

①排水基準の設定 
 特定事業場から公共用水域に排出する水（排出水といいます。）を排水する者は、特定事業場
の排水口において「排水基準」に適合しない排出水を排水してはならないこととされています。
（法第12条） 

ア 設定項目 
 排水基準は、排出水の汚染状態について、環境省令「排水基準を定める省令（昭和46年総理
府令第35号）」で定めることとなっており（法第3条）、上述した「特定施設」の要件として規定され
る次の２つの項目について、その許容限度として、全国一律の排水基準（一律排水基準といい
ます。）が定められています。 

・
人の健康に係る被害を生ずるおそれがある有害物質の種類ごとに定める許容限度（健康



 生活環境項目については、水素イオン濃度（pH）、生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸
素要求量（COD）等15項目が定められており（法施行令第3条）、畜産業に関連する項目として
「窒素・燐」について、環境省により告示された湖沼、海域に限り適用されます。このうち海域に
ついては、一律排水基準に対して、現在暫定排水基準が設定されており、昨年10月にその見直
しが行われました。（窒素・燐の排水基準とその見直しについては、次項で詳細を記述します。） 
 

項目といいます。）

・ 生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして水の汚染状態を示す項目の許容限
度（生活環境項目といいます。） 
健康項目については、カドミウム等26項目が定められており（法施行令第2条）、「硝酸性窒
素」が平成13年7月に追加されました。硝酸性窒素は畜産業に伴い排出される可能性のあ
る物質であり、現在一律排水基準100mg/lに対して、平成16年6月末まで畜産では、暫定排
水基準1,500mg/lが設定されています。

イ 規制適用対象 
 一律排水基準の適用対象として、生活環境項目については、特定事業場のうち１日平均排水
量50m3以上の特定事業場に適用され、畜産業については、平成14年度、351カ所の届出がなさ
れています。また、健康項目については、排水量規模の設定はなく、全ての特定事業場（上述の
34,414カ所）が適用対象となります。 
 なお、汚濁発生源が集中する水域などにおいては、国が定める一律排水基準のみでは、環境
基本法に基づく水質に関する環境基準（水質環境基準といいます。）の達成が困難になる場合
があります。このような水域については、各都道府県が地域の実態に応じて、都道府県条例で
一律排水基準よりも厳しい基準（上乗せ排水基準といいます。）を定めることが可能となっていま
す。 
 畜産業における規制対象については、【図１：畜産業における規制対象】を参考にして下さい。
 

②総量規制制度の実施 
ア 概要 
 一律排水基準や上乗せ排水基準による排水規制によっても、なお水質環境基準の達成が困難
な閉鎖性水域においては、その水域に流入する汚濁負荷量の総量を効果的に削減する制度（総
量規制制度といいます。）が必要となり、このため、昭和53年の水濁法の改正により、広域的な
閉鎖性水域について、水質環境基準の確保を目途として総量規制制度が実施されることとなりま
した。 
 総量規制制度においては、環境大臣が化学的酸素要求量（COD）などの項目（指定項目といい
ます。）ごとに、一律排水基準などでは水質環境基準の達成が困難な水域（指定水域といいま
す。）とその水域の水質に関係のある地域（指定地域といいます。）を指定し、指定項目ごとに定
められた汚濁負荷量の総量の削減に関する基本方針を定め（法第4条の2）、都道府県知事がこ
の基本方針に従って、指定地域ごとに汚濁負荷量の削減目標等を定めることとなっています。現
在東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海が指定水域となっています。 
 
イ 総量規制基準の設定 
 総量規制制度における具体的な削減対策は、「総量規制基準」による排出水の排水規制です。
この総量規制基準は、都道府県知事が指定地域内の特定事業場で１日平均排水量が50m3以上
のもの（指定地域内特定事業場といいます。）から排出される排出水の汚濁負荷量の値を許容
限度として、知事が策定する総量削減基本方針に基づき定めるものとされています（第4条の
5）。 
 現在平成16年度を目標年度とする第5次総量規制において、CODのみならず、窒素、燐を指定
項目として加え総合的な汚濁負荷対策を推進しているところです。 
 このように東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の指定地域内に設置される水濁法に基づく「特定事業
場」については、一律排水基準とあわせて「総量規制基準」の遵守についても義務付けられるこ
ととなります。 
 

③有害物質を含む汚水の地下への浸透制限 



 

 
（４）その他畜産業に関連する水質保全に関する法令 
 これまで述べたように、公共用水域の水質保全について「特定施設」、「排水基準」等の共通対
策として「水質汚濁防止法」が定められており、その他閉鎖性水域等における特別対策として「湖
沼水質保全特別措置法（昭和59年7月制定）」、「瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年10月
制定）」等があり、水道水原対策として「特定水道利水障害防止のための水道水源の水質の保全
に関する特別措置法（平成6年3月制定）」が定められています。いずれも当該法令における指定
された地域内での畜産経営体に関連の深い法令であり、規制対象となる場合には的確な対応が
求められます。 
 
 

 有害物質をその施設において、製造、使用し、又は処理する特定施設（有害物質使用特定施
設といいます。）を設置する特定事業場（有害物質使用特定事業場といいます。）から地下に浸
透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水などを含むもの（特定地下浸透水といいます。）を
浸透させてはならないと規定されています（法第12条の3）。

（３）畜産事業場に関連する主な措置・義務等

①「特定施設」を設置する工場又は事業場 
（特定事業場）の義務 

 

ア 届出

「特定施設の設置（法第5条）」、「構造等の変更（法第7条）」についての知事への届出、これ
らの届出事項に変更等が生じた場合の「氏名の変更等（第10条）」、特定施設を譲り受ける
等した場合の「承継（法第11条）」について知事への届出が義務付けられています。

イ 制限、遵守義務

「排出水の排出の制限（第12条）」、「特定地下浸透水の浸透の制限（第12条の3）」「総量規
制基準の遵守義務（第12条の2）」等が規定されています。

ウ その他

5条、7条の届出後一定期間その届出内容の変更を制限した「実施の制限（第9条）」、「事故
時の措置（第14条の2）」等が規定されています。

②都道府県知事の措置・命令等 
 法5条、7条の届出があった場合に、当該特定事業場の排水口において排出水が排水基準に
適合しないと認める場合、特定施設の構造や使用の方法などに関する「計画変更命令等（法第8
条）」、特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認
めるとき、期限を定めて特定施設の構造や使用の方法などの改善を命じ、又は特定施設の使
用、排出水の排水の一時停止を命ずる「改善命令等（法第13条）」ができることとされています。 
 上記の義務、制限違反には、罰則が課されることとなっています。詳細は、【図２：水濁法の概
要】を参考として下さい。

２ 畜産業における窒素・りんの排水基準 
（１）一律排水基準の設定

①適用区域

 窒素、燐の一律排水基準の適用については、閉鎖性水域の環境保全を目的として、富栄養化
のおそれ（窒素・燐が流入した場合に植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれ）がある水
域として、環境大臣が告示により定める湖沼又は海域及びその水域に流入する河川等の公共用
水域（以下「告示湖沼」又は「告示海域」という。）を対象に適用されることとなります。告示湖沼に
ついては、昭和60年7月から指定され、現在窒素については201湖沼、燐については1,200湖沼を
規制対象として指定しています（昭和60年環境庁告示）。また、告示海域については、平成5年9



 
（２）暫定排水基準の設定、見直し 
 一律排水基準に対応することが著しく困難であると認められる、業種については、一律排水基準
より緩やかな「暫定排水基準」をその業種ごとに一定期間に限り定められることとなっており、この
暫定排水基準が適用される業種の特定事業場は、この期間内に一律排水基準に対応することが
できるよう努めることとなっています。 
 畜産業については、これまで窒素・燐の一律排水基準に直ちに対応することが困難として、告示
湖沼又は告示海域のいずれについても、暫定排水基準が設定されてきました。昨年10月、告示海
域についての暫定排水基準の見直しが行われ、畜産業を含め窒素については８業種、燐につい
ては２業種が、平成15年10月1日から平成20年9月30日までの5年間、見直し後の暫定排水基準
が適用されることとなりました。 
 畜産業おける告示海域の暫定排水基準の設定については、下表のとおり、第１次から第２次暫
定排水基準へと将来の一律排水基準への移行を念頭に入れ、見直しがなされてきました。今般
の第３次暫定排水基準の設定は、畜産農家が現段階で概ね許容可能なレベルとして設定されま
した。 
 

 
 
３ 暫定排水基準から一律排水基準への移行 
 告示海域における窒素・燐の暫定排水基準の設定については、畜産業として直ちに一律排水基
準への対応が困難であることを理由に設定されたものですが、既に平成12年7月から一律排水基
準へ移行している告示湖沼について、ほぼ同様な暫定排水基準の見直し経過であったことを踏ま
えても、次期見直しでは一律排水基準への移行が十分考えられることから、窒素・燐の低減を視
野に入れた適切な汚水処理施設の整備と運転管理方法等により、今後厳しさを増す排水基準へ
の対応が求められます。 
 また、昨今、農林水産業においても環境への配慮が求められており、特に汚水等を公共用水域
に排出する場合には、従来同様、周辺水環境の水質汚染の防止対策が求められることとなりま
す。このため、畜産業において各法令の規制の対象となる場合にあっては、「家畜排せつ物法」に
基づく管理基準とともに、水濁法等の環境法令の遵守を徹底すること、各法令の規制の対象外に

月から指定されており、窒素及び燐について88海域が指定されています（平成5年環境庁告示）。
 このように、BODなど他の生活環境項目は公共用水域について全国一律で適用されるのに対
して、窒素・燐は告示により定められた特定の湖沼や海域が対象となる点が異なります。 
 

②適用対象

 適用対象となるものは、前項で述べたとおり窒素・燐は生活環境項目に位置づけられており、
上記の告示湖沼又は告示海域に排出水を排水する水質汚濁防止法に基づく特定事業場であ
り、かつ１日当たりの平均排水量が50m3以上のものが適用対象となります。 
 

③一律排水基準

 「排水基準を定める省令（昭和46年総理府令第35号）」において（図２中の表参照）、窒素含有
量120mg/l（日平均60mg/l）、燐含有量16 mg/l（日平均8mg/l）が定められています。

【告示海域における窒素・燐の暫定排水基準の推移】
（単位：mg/l）

項  目

暫 定 排 水 基 準

一律排水基準第１次 
（H5.10.1～10.9.30）

第２次 
（H10.10.1～15.9.30）

第３次 
（H15.10.1～20.9.30）

窒素含有量 700（350） 260（200） 190（150） 120（60）

燐含有量 100（050） 50（040） 30（024） 16（08）



ある場合においても、各法令の趣旨と規定への配慮を図っていくことが、今後の畜産経営の健全
な発展に必要不可欠となります。 
 

 




